
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

往復はがき、又は、インターネット（予約システム）による「事前予約制」です。 

相談会参加の要件や申込方法については、市ホームページおよびこうほう佐倉１２月１５号 

をご覧ください。 

※電話・窓口での予約はできませんので、ご注意ください。 

   
 

 

 

  開催期間中、館内の収受会場では、予約不要で「作成済み申告書」の提出を受付していますが、 

以下の点にご留意ください。 
 

① 今年度より提出会場が大ホールになります 

これまで談話コーナーで各種申告書の提出を受け付けておりましたが、今年度から大ホールに 

変更になります。会場図は裏面をご参照ください。 

 

② 受付時間について 

申告書の受付時間は ９：３０～１５：３０ になります。 

※１２：００～１３：００の間は職員が不在となるため、受付できません。 

 

③ その他 

・医療費控除については、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。（領収書は不要） 

・提出窓口では、相談に応じることができませんので、疑問点等は税務署に確認してからご

来場ください。（成田税務署 ℡０４７６－２８－５１５１） 

令和７年度 確定申告書及び 
市民税・県民税申告書作成相談会のご案内 

 

会  場：佐倉市立中央公民館（佐倉市鏑木町１９８番地３） 

開催期間：令和８年２月１７日～３月１３日（土・日・月を除く） 

時  間：９：３０～１５：３０ 

内  容：対面で申告書の作成補助を行います。 

作成済申告書の提出もできます。 

申告書の提出のみのかたへ（変更点あり） 
 

相談会への申込について  

裏面もご覧ください 

←市ホームページはこちらから 

 ＱＲコードをスマートフォンで読み取ってください 



 

 

中央公民館の正面入り口より向かって左に大ホールがあります。 

 

 
 提出後の退場は入口ではなく、裏手の出口からお願いします。 

←相談予約者はこちら 

中央公民館大ホール会場図  

←提出者はこちら 


